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→ ４７．１０１．０９  
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（４２．１１６．５１） 外国の地名等に関する商標について 

→ ４１．１０３．０１  
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（４２．１１６．５３） 「地域の名称」との関係における指定商品（指定役務）の記載につい
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（４２．１１６．５４） 外国政府等との取決めについて 

→ ８８．０１  
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４２．１１７．０３ 世界貿易機関（ＷＴＯ）の加盟国のぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する

標章について 

 

（４２．１１７．５１） 外国政府等との取決めについて 

→ ８８．０１  

 

 

４２．１１８ 第４条第１項第１８号 

 

４２．１１８．０１ 商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状(商標法

第４条第１項第１８号)に関する取扱い 

 

 

４２．１１９ 第４条第１項第１９号 

 

４２．１１９．０１ 「需要者の間に広く認識されている商標」に関連する資料の取扱い 

 

４２．１１９．０２ 外国標章等の保護に関する取扱い 

 

４２．１１９．０３ 商標法第４条第１項第１９号に関する審査について 

 

 

４２．４００ 第４条第４項 

 

４２．４００．０１ 先願に係る他人の登録商標の例外に関する審査の具体的な取扱い 

 

４２．４００．０２ 商標法第４条第４項の主張に係る資料の取扱い 

 

 

４４．同日出願 

 

４４．０１ 商標法第８条第５項に規定するくじの取扱い 

 

４４．０２ 複雑な競合関係にある商標法第８条第５項に係る「くじ」の実施方法について（審

査事例） 

 

 

４５．重複出願 

 

４５．７１  商標法第６８条の１０で規定する国際商標登録出願の出願時の特例についての取扱
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４６．第６条 

 

４６．０１ 不明確な指定商品又は指定役務の審査に関する運用について 

 

 

４７．第７条の２ 

 

４７．１０１．０１ 地域団体商標登録出願に係る主体要件について 

 

４７．１０１．０３ 外国の地名に係る地域団体商標の周知性について 

 

４７．１０１．０４ 商標が地域の名称及び商品（役務）の名称等の文字のみからなること 

 

４７．１０１．０５ 商標中の地域の名称が商品（役務）と密接な関連性を有することについて 

 

４７．１０１．０６ 他人の商標との類否判断について 

 

４７．１０１．０７ 「地域の名称」との関係における指定商品（指定役務）の記載について 

 

４７．１０１．０８ 他人の周知商標と同一又は類似の商標について 

 

４７．１０１．０９ 他人の業務と出所の混同を生ずるおそれがあるかどうかの判断について 

 

４７．１０１．１０ 地域団体商標に係る団体の構成員について 

 

（４７．１０１．５１） 地域団体商標を包含する通常商標の出願に関する商標法第４条第１項

第１０号等の適用について 

→ ４２．１１０．０１ 

 

４７．１０１. １１ 地域未来投資促進法の適用による地域団体商標の商標登録出願に係る主体

要件について 

 

 

４９．立体商標 

 

４９．０１ 立体商標の願書への記載について 

 

４９．０２ 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて 
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４９．０３ 店舗等の外観又は内装の立体的形状に係る立体商標の類否判断について 

 

 

５２．動き商標 
 

５２．０１ 動き商標の願書への記載について 

 

 

５４．色彩のみからなる商標 

 

５４．０１ 色彩のみからなる商標の願書への記載（商標の記載）について 

 

５４．０２ 色彩のみからなる商標の願書への記載（商標の詳細な説明）について 

 

５４．０３ 色彩のみからなる商標の出願における「金色」等の色彩に関する取扱い 

 

５４．０４ 色彩のみからなる商標の出願において願書に記載した商標が複数の図又は写真によ

り記載されている場合の取扱い 

 

５４．０５ 色彩のみからなる商標の出願における色見本帳についての取扱い 

 

５４．０６ 色彩のみからなる商標における使用による識別力の獲得の証明に関する取扱い 

 

５４．０７ 色彩のみからなる商標の出願における使用による識別力の立証方法（色彩の同一性

の判断）について 

 

５４．０８ 色彩のみからなる商標に関する第４条第１項第１１号の審査における取引の実情の

考慮について 

 

 

５５．音商標 

   

５５．０１ 音商標の願書への記載及び物件について 

 

５５．０２ 音商標の願書への記載（五線譜にて商標を表す場合）ついて 

 

５５．０３ 音商標の願書への記載（文字にて商標を表す場合）について 

 

５５．０４ 音商標の願書への記載（五線譜及び文字の組み合わせにて商標を表す場合）につい 

て 
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５６．位置商標 

 

５６．０１ 位置商標の願書への記載について 

 

５６．０２ 位置商標の出願において願書に記載した商標が複数の図又は写真により記載されて

いる場合の取扱い 

 

５６．０３ 位置商標における識別力の考え方について 

 

 

８５．出願公開 

 

８５．０１ 出願公開に伴う、「公序良俗を害するおそれのある商標」及び「公序良俗を害するお

それのある指定商品又は指定役務」について 

 

８５．７１ 国際商標登録出願に係る指定商品又は指定役務の翻訳の作成と公報等への掲載に関

する取扱い 

 

 

８８．外国政府等との取決め 

 

８８．０１ 外国政府等との取決めについて 

 

 

８９．情報の提供 

 

８９．０１ 商標登録出願に関する情報提供について 

 

８９．０２ 国若しくは地方公共団体等又は公益的事業等を表示する標章に関する情報提供につ

いて 

 

８９．０３ 博覧会の賞に関する情報提供について 

 

 

Ａ１．基礎登録又は基礎出願 

 

Ａ１．０１ ２以上の基礎となる商標登録又は商標登録出願に関する取扱い 

 

 

Ａ２．国際登録出願に係る商標 
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Ａ２．０１ 国際登録出願に係る商標と基礎登録又は基礎出願に係る商標との同一に関する取扱

い 

 

Ａ２．０２ 基礎登録又は基礎出願が立体商標である場合の商標の同一に関する取扱い 

 

Ａ２．０３ 基礎登録又は基礎出願に係る商標が標準文字による場合の国際登録出願における標

準文字の宣言と商標の同一に関する取扱い 

 

Ａ２．０４ 色彩を構成要素としている商標の同一に関する取扱い 

 

Ａ２．０５ 国際登録出願に係る商標（ラテン文字、アラビア数字、ローマ数字以外の表記）の

音訳についての取扱い 

 

Ａ２．０６ 国際登録出願に係る商標の翻訳についての取扱い 

 

Ａ２．０７ 国際登録出願に係る商標の記述についての取扱い（商標法第５条第４項で規定する

商標の詳細な説明を除く） 

 

Ａ２．０８ 国際登録出願に係る商標の記述及び色彩に係る主張についての取扱い（商標法第５

条第４項で規定する商標の詳細な説明について） 

 

 

Ａ３．国際登録出願に係る商品又は役務 

  

Ａ３．０１ 国際登録出願に係る商品又は役務の同一に関する取扱い 

 

Ａ３．０２ 国際登録出願に係る類の記載に関する取扱い 

 

Ａ３．０３ 国際登録出願に係る商品及び役務の記載に関して国際事務局から欠陥の通報があっ

た場合の取扱い 

 

 

Ａ８．国際事務局への通報 

 

Ａ８．０１ 基礎登録又は基礎出願に係る指定商品又は指定役務の全部若しくは一部が消滅した

場合における国際事務局への通報について 

 

Ａ８．０２ 基礎登録又は基礎出願の分割があった場合の国際事務局への通報について 
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資  料 

 

巻末資料１－１ 平成２８年９月２３日に指定された標準文字一覧  

 

巻末資料１－２ 平成９年２月２４日に指定（平成１５年及び平成１６年に文字追加）された標

準文字一覧 

（→１９．０１） 

 

巻末資料２－１ 商標法第４条第１項第１７号に規定する世界貿易機関（ＷＴＯ）加盟国のぶど

う酒又は蒸留酒の産地を表示する標章について 

（→４２．１１７．０３） 

 

巻末資料２－２ ＷＴＯ加盟国によって保護されているぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示リスト 


